


資格免許取得規程


（適　　用）
第１条　　この規程は､各種資格及び免許を取得するための受験及び受講など（以下｢受験｣という）の取扱いについて定めたものである。

（種　　目）
第２条　　この規程の適用を受ける資格及び免許の種目は､関係法令に基づき､業務上必要なもので会社が認めたものとする。

（受験の対象者）
第３条　　この規程の適用を受ける受験の対象者は、次のとおりとする。
1.　業務上必要な資格・免許取得のための受験者として、所属課長または係長の推薦があった者
2.　本人の希望により受験の申し出をし、所属課長または係長が承認した者

（勤務の取扱いおよび費用の負担）
第４条　　受験に関する勤務の取扱いおよび費用の負担は、次のとおりとする。
	
	前条 第１号のとき
	前条 第２号のとき

	
	
	合格の場合
	不合格の場合

	勤務の取扱い
	所定勤務に受験受講したときは勤務したものとみなす。ただし、休日に受験したときは、4,000円を支給する。（受験が半日のときは2,000円とする。）
（注）全・半日の区分は、正午を基準とする。
	正社員就業規則第21条第10号を適用する。（年次有給休暇を取得する）

	
	本人負担
	本人負担

	受験・受講料
	会社負担
	会社負担
	本人負担

	旅        費
	旅費規程により、交通費、日当、宿泊料等を支給する。
	本人負担


②　受験者が、業務上以外の理由で受験しなかったときは、費用は全て本人負担とする。
③　会社負担は、同一種目について３回を限度とする。

（努力賞の贈呈）
第５条　　資格、免許を取得した者のうち、別表１の努力賞区分に該当するものについては、次に定める努力賞を贈呈する。
	区　分
	金 　額

	第１種
	　50,000 円

	第２種
	　10,000 円

	第３種
	　 5,000 円



（更新の手続）
第６条　　会社が必要と認めた資格免許取得者に対し、その資格、免許を更新する必要があるものについては、その手続きは会社が行い、手数料等の必要費用は会社が負担する。ただし、免許証の書き換え、再申請等の事由が本人の責に帰するときは、手数料等の費用は本人の負担とする。


付　　則

第１条　　この規程は、1995年10月１日より施行する。
　（一部改正の沿革）
　　　　1999年 3月16日
　　　　2005年 3月16日
　　　　2019年 3月16日



















































資格免許取得規程区分

　別　表　１
	関  係  法  例
	種               目
	努力賞区分

	高圧ガス取締法
	高圧ガス製造保安責任者甲種
高圧ガス製造保安責任者乙種
	第１種
第２種

	消防法
	危険物取扱者甲種
危険物取扱者乙種
防火管理者
	第２種
第３種
－

	労働安全衛生法
	衛生管理者
乾燥設備作業主任者
化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者
普通第一種圧力容器取扱作業主任者
フォークリフト運転技能者
	第３種
－
－
－
－

	ボイラー及び圧力
容器安全規則
	特級ボイラー技士
１級ボイラー技士
２級ボイラー技士
	第１種
第２種
第３種

	酸素欠乏症等防止規則
	酸素欠乏危険作業主任者
	－

	特定化学物質等障害
予防規則
	特定化学物質等作業主任者
	－

	電離放射線障害防止
	エックス線作業主任者
	第３種

	特定工場における公害
防止組織の整備に関す
る法律
	公害防止主任管理者
公害防止管理者（水質・大気１種）
	第２種
第１種

	エネルギー使用の合理
化に関する法律
	熱管理士
電気管理士
	第１種
第１種

	作業環境測定法
	第１種作業環境測定士
	第１種

	電気事業法
	第１種電気主任技術者
第２種電気主任技術者
第３種電気主任技術者
	第１種
第１種
第２種
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